
包
山
楚
簡
の
富
と
富
大
夫

100 （572）

土
．

口

史

記

は
　
じ
　
め
　
に

　
「
郡
県
制
」
形
成
過
程
の
解
明
が
、
こ
れ
ま
で
の
先
秦
史
研
究
に
お
い
て

最
も
重
要
な
研
究
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

と
り
わ
け
西
周
期
に
淵
源
を
持
つ
と
さ
れ
る
「
県
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が

い
か
に
し
て
中
央
集
権
的
支
配
を
実
現
す
る
制
度
へ
と
変
化
し
て
ゆ
く
の
か
、

専
ら
先
馬
と
秦
漢
と
の
差
異
を
追
究
す
る
こ
と
に
研
究
者
の
関
心
が
注
が
れ

　
　
①

て
き
た
。
筆
者
は
先
に
、
こ
の
「
県
」
の
継
承
関
係
に
つ
い
て
、
西
周
－
春

秋
晋
－
三
豊
－
秦
一
漢
と
い
う
系
譜
を
想
定
し
た
（
土
口
史
記
二
〇
一
〇

a
）
。
県
を
領
域
編
成
の
単
位
と
し
て
採
用
し
た
の
は
こ
こ
に
示
し
た
諸
国

で
あ
り
、
「
郡
県
制
形
成
善
し
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
こ
そ
が
正
統
に

位
置
す
る
流
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
系
譜

が
示
す
の
は
あ
く
ま
で
当
賭
の
領
域
支
配
の
～
端
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
系
譜

上
に
は
位
置
付
け
ら
れ
な
い
、
す
な
わ
ち
秦
漢
の
「
郡
県
制
」
に
必
ず
し
も

直
結
し
な
い
領
域
支
配
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

　
一
方
、
先
秦
時
代
の
「
郡
」
に
対
し
て
は
、
県
に
比
し
て
驚
く
ほ
ど
学
界

の
関
心
は
薄
か
っ
た
。
郡
が
地
方
統
治
機
構
と
し
て
そ
の
姿
を
現
し
始
め
る

の
は
戦
国
期
以
降
に
限
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
漠
然
と
郡
と
は
戦
国
諸
国
に

共
通
の
制
度
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
近
年
の
出
土
資
料
を
用

い
た
研
究
に
よ
っ
て
、
戦
国
郡
の
実
態
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。

こ
れ
に
鑑
み
、
土
口
史
記
二
〇
一
〇
b
に
お
い
て
、
郡
の
出
現
は
秦
が
前
四

世
紀
の
半
ば
に
大
規
模
な
領
域
拡
大
を
果
た
し
た
と
い
う
「
特
殊
」
な
経
験

に
由
来
し
て
お
り
、
同
様
の
経
験
に
乏
し
い
そ
の
他
の
諸
国
に
お
い
て
は
郡

な
る
広
域
支
配
の
制
度
を
用
い
る
契
機
が
そ
も
そ
も
欠
け
て
い
た
こ
と
を
述

べ
た
。
す
な
わ
ち
、
擬
制
の
開
始
は
戦
国
秦
に
優
れ
て
特
殊
な
経
験
に
起
因

し
、
こ
れ
を
戦
国
期
当
時
に
普
遍
的
で
あ
っ
た
と
み
な
す
の
は
適
切
で
は
な
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い
。
戦
国
秦
の
状
況
を
普
逓
化
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
も
や
は
り

「
郡
県
制
」
に
帰
結
す
る
流
れ
と
は
異
な
っ
た
領
域
支
配
の
展
開
へ
の
注
目

が
要
請
さ
れ
て
く
る
。

　
先
業
時
代
に
お
い
て
は
、
各
国
、
各
地
域
の
現
実
に
即
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の

領
域
支
配
の
あ
り
方
が
多
様
性
、
地
域
差
を
孕
み
つ
つ
存
在
し
て
い
た
こ
と

が
想
定
さ
れ
る
が
、
統
～
秦
そ
し
て
漢
に
至
り
「
郡
県
網
」
が
地
方
統
治
制

度
の
基
本
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
そ
う
し
た
多
様
性
を
見
失
い

が
ち
で
あ
る
。
秦
漢
「
郡
県
制
一
を
中
央
集
権
の
完
成
形
と
み
な
し
、
そ
こ

に
向
か
う
直
線
的
な
過
程
を
想
定
す
る
「
郡
県
制
形
成
史
」
の
観
点
か
ら
す

る
先
秦
野
像
に
は
、
自
ず
と
焦
点
の
偏
り
が
生
じ
る
こ
と
は
免
れ
な
い
。
こ

う
し
た
問
題
意
識
に
鑑
み
れ
ば
、
当
面
課
題
と
な
る
の
は
こ
の
偏
り
を
早
出

し
、
ま
た
可
能
な
限
り
そ
れ
を
修
正
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
そ
の
た
め
に
は
秦
以
外
の
諸
国
の
地
方
統
治
制
度
へ
の
目
配
り
が
不
可
欠

と
な
る
が
、
近
年
飛
躍
的
に
増
加
し
つ
つ
あ
る
戦
国
期
の
出
土
資
料
は
好
個

の
材
料
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
小
論
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
前

四
世
紀
後
半
の
楚
の
司
法
・
行
政
関
係
文
書
を
含
む
咽
気
山
楚
簡
瓢
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
「
文
書
」
類
と
さ
れ
て
い
る
竹
簡
群
に
は
、
伝
世
文
献
に
未
見
の

地
方
行
政
単
位
が
散
見
し
、
し
か
も
そ
れ
ら
は
郡
－
県
と
い
っ
た
構
造
を
有

さ
な
い
点
、
資
料
価
値
は
極
め
て
高
い
。
し
か
し
、
既
に
提
出
さ
れ
て
い
る

い
く
つ
か
の
専
論
に
お
い
て
は
な
お
「
郡
県
制
扁
に
強
く
引
き
つ
け
ら
れ
た

議
論
が
目
立
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
戦
国
楚
特
有
の
地
方
行
政
単
位
の
正
確
な

姿
を
復
原
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
小

論
で
は
ま
ず
包
山
楚
簡
申
の
地
方
行
政
単
位
に
関
す
る
先
行
研
究
を
追
い
、

そ
の
問
題
点
を
整
理
し
た
の
ち
、
「
郡
県
図
形
成
史
」
に
と
ら
わ
れ
な
い
視

点
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
指
摘
す
る
。
続
い
て
そ
の
実
践
と
し

て
、
研
究
者
に
よ
っ
て
は
「
県
」
と
同
義
と
み
な
さ
れ
る
「
富
」
そ
し
て

「
富
大
夫
」
の
具
体
的
検
討
を
行
い
、
そ
れ
が
「
県
」
の
ご
と
き
行
政
単
位

と
は
み
な
し
が
た
い
こ
と
を
論
証
す
る
。
た
だ
し
「
富
」
と
は
何
か
と
い
う

問
題
は
、
な
お
資
料
が
十
全
で
は
な
く
、
本
稿
に
お
い
て
も
断
案
を
下
す
に

は
至
っ
て
い
な
い
こ
と
を
予
め
断
っ
て
お
く
。
し
か
し
諸
説
紛
々
た
る

「
富
」
の
問
題
に
一
石
を
投
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
郡
県
制
形
成
史
扁
に

収
縮
さ
れ
な
い
視
座
を
提
示
す
る
こ
と
を
囲
指
し
た
い
。

　
な
お
包
山
楚
簡
の
簡
番
号
は
湖
北
省
荊
沙
鉄
路
考
古
隊
～
九
九
一
a
に
従

い
、
そ
の
番
号
を
［
］
で
示
す
。
正
面
・
背
面
は
そ
れ
ぞ
れ
A
・
B
で
示

す
。

　
①
「
県
」
に
つ
い
て
の
研
究
史
は
、
籾
山
明
一
九
九
四
、
松
井
嘉
徳
二
〇
〇
二
、

　
　
土
日
史
記
二
〇
〇
七
を
参
照
。

一
　
包
山
回
簡
と
戦
国
楚
の
地
方
行
政
単
位

黒
山
楚
簡
は
一
九
八
七
年
に
湖
北
省
部
門
市
飢
山
二
号
楚
墓
よ
り
出
土
し
、
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一
九
九
一
年
出
版
隅
包
山
繁
簡
』
に
お
い
て
釈
文
・
図
版
が
金
面
的
に
公
開

さ
れ
た
（
湖
北
警
語
沙
鉄
路
考
古
隊
～
九
九
一
a
）
。
包
山
勲
労
に
は
七
種

の
大
事
紀
年
と
豊
富
な
干
支
記
事
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
楚
暦
の
格
好

の
検
討
材
料
と
な
る
と
と
も
に
、
墓
葬
の
年
代
を
確
定
す
る
も
の
で
も
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
紀
年
の
う
ち
「
大
司
馬
昭
陽
敗
晋
師
於
嚢
陵
諸
芸
」

に
関
し
て
、
該
当
す
る
戦
役
が
『
史
記
撫
楚
世
家
に
前
三
二
三
年
の
記
事
と

　
　
　
　
　
①

し
て
確
認
さ
れ
、
品
等
と
の
照
合
か
ら
こ
の
紀
年
は
前
三
二
二
年
を
示
す
こ

と
が
検
証
さ
れ
た
。
こ
れ
を
起
点
と
し
て
、
そ
の
他
の
大
事
紀
年
の
先
後
と

該
当
年
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
う
ち
最
も
遅
い
紀
年
で
あ
る
「
大
司
馬
悼
滑

　
　
　
②

救
郁
之
歳
」
が
前
三
一
六
年
に
当
た
り
、
こ
の
紀
年
を
持
つ
母
岩
①
温
に

「
左
サ
葬
」
と
墓
誌
で
あ
る
左
下
昭
舵
の
被
葬
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

恐
山
二
号
墓
の
年
代
が
確
定
し
た
。
従
っ
て
、
包
山
送
簡
は
前
三
二
二
～
前

三
一
六
年
前
後
と
い
う
確
実
な
年
代
範
囲
に
お
い
て
扱
う
こ
と
が
可
能
な
資

　
　
　
　
　
　
　
④

料
で
あ
る
と
雷
え
る
。

　
さ
ら
に
そ
の
資
料
価
値
を
｝
層
高
か
ら
し
め
る
の
が
、
こ
の
前
議
世
紀
末

と
い
う
時
期
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
類
例
を
見
な
い
、
行
政
・
司
法
関
係
の
文

書
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
湖
北
省
荊
沙
鉄
路
考
古
隊
一
九
九

一
a
に
お
い
て
「
文
書
」
類
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
一
群
の
竹
簡
が
そ
れ

で
あ
る
が
、
郭
北
面
簡
・
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
簡
と
い
っ
た
比
較
的
大
部

の
戦
国
楚
簡
が
獲
得
さ
れ
、
楚
文
字
研
究
の
水
準
が
飛
躍
的
に
高
ま
っ
た
今

日
に
お
い
て
も
、
そ
の
内
容
は
主
に
典
籍
・
羽
繕
祭
器
記
録
・
日
書
・
遣
策

に
限
ら
れ
て
お
り
、
包
山
楚
簡
の
よ
う
な
「
文
書
」
の
類
は
稀
槻
に
属
す
る
。

　
特
に
本
論
の
関
心
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
「
文
書
」
類
に

散
見
す
る
戦
国
楚
の
地
方
行
政
単
位
で
あ
る
。
従
来
の
文
献
に
は
見
ら
れ
な

か
っ
た
、
も
し
く
は
希
少
で
あ
っ
た
地
方
行
政
単
位
の
性
格
を
解
明
す
る
た

め
の
格
好
の
材
料
と
し
て
包
山
霊
簡
は
注
目
さ
れ
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
州
の

性
質
に
つ
い
て
一
早
く
博
論
を
提
出
し
た
羅
運
環
一
九
九
一
や
、
里
や
州
を

楚
の
地
方
行
政
に
お
け
る
基
層
単
位
と
し
て
取
り
上
げ
た
顧
久
幸
一
九
九
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

な
ど
、
包
山
鵯
簡
全
体
の
公
表
直
後
よ
り
多
数
の
論
考
が
発
表
さ
れ
た
。

　
中
で
も
総
合
的
な
研
究
と
し
て
重
要
な
も
の
が
陳
偉
～
九
九
六
（
第
三

　
　
　
　
⑥

章
）
で
あ
る
。
氏
は
「
地
域
政
治
系
統
」
と
し
て
、
邑
・
散
・
鍍
・
里
・

州
・
県
・
郡
・
封
邑
を
抽
出
し
、
各
々
の
性
格
を
検
討
し
て
い
る
。
氏
は

邑
・
里
を
地
方
行
政
の
最
小
の
基
層
単
位
と
み
な
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
に

つ
い
て
、
邑
が
專
ら
辺
鄙
の
地
域
で
田
（
耕
地
）
と
関
係
し
て
現
れ
る
の
に

対
し
、
里
は
国
都
や
そ
の
郊
区
に
現
れ
て
い
る
と
い
う
文
献
史
料
に
よ
る
考

察
を
手
が
か
り
に
、
包
山
楚
簡
に
お
い
て
邑
は
右
心
の
地
方
組
織
、
里
は
城

邑
中
の
地
方
組
織
を
表
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
。

　
邑
・
里
と
い
っ
た
、
秦
漢
以
降
～
般
的
に
な
り
、
ま
た
先
秦
文
献
に
も
し

ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
性
格
を
探
る
た
め
の
資
料
は
比

較
的
豊
富
で
あ
る
。
そ
し
て
包
山
霊
簡
の
出
土
に
よ
り
戦
国
期
に
つ
い
て
も
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効
果
的
な
実
証
研
究
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
が
上
記
の
研
究
に
よ
っ
て
示
さ

れ
た
。
そ
の
㎝
方
で
、
よ
り
上
位
の
県
・
郡
に
つ
い
て
は
包
山
繁
簡
申
に
直

接
そ
の
存
在
を
示
す
記
述
は
な
い
。
ま
た
富
・
数
・
鍍
は
文
献
史
料
に
現
れ

ず
、
そ
の
性
質
は
黒
山
楚
簡
の
申
に
求
め
て
ゆ
く
し
か
な
い
の
だ
が
、
伝
世

文
献
と
直
接
に
は
比
較
照
合
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
分
析
に
は
困
難
が

伴
い
、
先
学
の
間
で
も
大
き
く
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
、
戦
国
楚
に
も
秦
漢
代
の
よ
う
な
「
郡
－
県
」
構
造
の
存

在
を
想
定
し
、
そ
の
中
に
包
山
楚
簡
所
見
の
地
方
行
政
単
位
を
嵌
め
込
も
う

と
試
み
る
か
、
そ
も
そ
も
郡
県
制
と
は
異
な
る
構
造
を
想
定
す
る
か
は
、
方

針
と
し
て
重
要
な
分
岐
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
従
来
の
包
山
楚
簡
研
究
に

お
い
て
は
、
秦
漢
の
郡
県
制
を
規
準
と
し
、
そ
の
枠
組
み
を
当
て
嵌
め
る
な

い
し
は
同
種
の
要
素
を
見
鼓
そ
う
と
す
る
、
前
者
の
姿
勢
が
顕
著
で
あ
る
。

　
例
え
ば
暮
雪
再
三
の
地
名
を
網
羅
的
に
考
証
し
た
顔
世
帯
｝
九
九
七
は
、

地
名
を
封
君
・
県
・
邑
・
州
・
里
な
ど
に
分
類
す
る
中
で
、
「
県
」
と
判
定

す
る
基
準
を
い
く
つ
か
明
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
基
準
の
一
つ
に
、
春
秋
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
「
楚
県
」
と
の
名
称
の
一
致
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

噸
左
伝
』
等
の
文
献
で
「
楚
県
」
と
見
な
さ
れ
る
地
名
が
包
装
論
蔵
に
も
登

場
す
れ
ば
、
そ
れ
も
「
楚
県
」
と
み
な
す
、
と
い
っ
た
手
続
き
で
勉
山
谷
簡

中
の
地
名
を
「
県
」
と
判
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
春
秋
「
楚
県
」

の
存
往
を
前
提
に
、
そ
れ
が
包
山
掛
簡
の
時
代
に
継
承
さ
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
春
秋
「
楚
県
」
を
自
明
な
存
在
と
し
て
前

提
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
本
邦
に
お
い
て
は
む
し
ろ
春
秋
県
と
秦
漢

の
県
と
の
相
違
を
求
め
て
い
く
方
向
で
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
勤

口
史
記
二
〇
〇
七
に
お
い
て
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
同
拙
稿
に
お
い
て

指
摘
し
た
よ
う
に
、
春
秋
楚
県
を
検
討
す
る
う
え
で
基
本
資
料
と
な
る
『
左

伝
撫
に
お
い
て
、
「
地
名
÷
県
」
の
用
例
が
楚
に
関
し
て
は
見
ら
れ
ず
、
こ

れ
は
晋
に
お
い
て
「
地
名
＋
県
」
が
頻
出
す
る
こ
と
と
は
対
照
的
で
あ
り
、

春
秋
「
楚
県
」
と
い
う
存
在
自
体
が
疑
問
視
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

　
「
楚
県
」
と
い
う
概
念
に
は
な
お
不
明
瞭
な
部
分
が
多
く
、
明
確
に
そ
の

性
質
が
判
明
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
「
楚
県
」
と
さ
れ
る
も

の
の
地
方
統
治
に
お
け
る
役
割
に
つ
い
て
、
既
存
の
研
究
蓄
積
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
軍
事
力
が
際
だ
っ
て
い
る
こ
と
以
外
に
つ
い
て
具
体
的
な
こ
と
、

例
え
ば
平
時
の
地
方
行
政
に
お
け
る
役
割
や
権
限
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
よ

く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
無
論
、
後
代
の
郡
県
制
下
の
県
と
同
様
の
、
中
央
の

直
轄
地
と
し
て
君
主
に
よ
り
派
遣
さ
れ
る
県
令
・
長
が
統
治
を
行
う
と
い
っ

た
制
度
的
な
均
質
性
が
保
証
さ
れ
て
い
る
か
な
ど
全
く
定
か
で
は
な
い
。
そ

う
し
た
理
由
か
ら
、
筆
者
は
少
な
く
と
も
春
秋
期
に
関
し
て
は
「
楚
県
」
な

る
名
称
で
楚
の
地
名
を
一
括
り
に
し
て
し
ま
う
こ
と
に
躊
躇
を
覚
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
豊
山
楚
簡
に
「
郡
－
県
扁
構
造
を
想
定
す
る
従
来
の
研
究
で

103 （575）



は
、
前
提
と
な
る
「
麗
質
」
の
姿
が
極
め
て
曖
昧
で
あ
る
と
い
う
点
が
重
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

な
弱
点
と
な
っ
て
い
る
。
包
山
楚
簡
に
お
い
て
門
県
」
が
一
切
出
現
し
な
い

こ
と
に
対
し
て
、
曖
昧
な
門
楚
県
」
概
念
を
援
用
し
て
包
山
楚
簡
の
検
討
を

行
う
と
い
う
手
法
を
取
る
な
ら
ば
、
確
実
な
議
論
は
期
待
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　
包
山
楚
簡
に
お
い
て
は
確
か
に
、
い
く
つ
か
の
地
名
が
行
政
上
同
～
レ
ヴ

ェ
ル
に
属
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
自
体
は
認
め
ら
れ
る

に
し
て
も
、
そ
れ
を
単
純
に
「
県
」
と
括
り
、
文
献
に
基
づ
い
た
成
果
と
直

結
さ
せ
る
こ
と
に
は
危
険
が
伴
う
。
確
か
に
そ
れ
は
先
秦
時
代
を
「
郡
県
制

形
成
史
」
の
視
座
か
ら
の
み
捉
え
る
な
ら
ば
有
益
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
郡

県
制
」
か
ら
類
推
し
て
い
く
手
法
は
、
い
わ
ば
結
果
論
的
で
し
か
な
い
。
現

時
点
で
は
、
そ
の
よ
う
な
方
法
論
が
伴
う
予
断
を
排
除
す
る
た
め
に
も
、

「
郡
県
制
」
云
々
の
問
題
か
ら
は
離
れ
、
何
よ
り
包
山
楚
簡
そ
の
も
の
に
即

し
た
考
察
に
基
づ
い
て
そ
の
性
格
を
捉
え
る
試
み
が
必
要
で
あ
る
。

　
①
『
史
記
輪
楚
世
家
「
（
楚
懐
王
）
六
年
、
楚
使
柱
國
昭
陽
將
兵
而
攻
魏
、
破
之

　
　
於
嚢
陵
、
得
八
邑
。
扁

　
②
　
ま
た
「
大
司
馬
悼
二
更
（
將
）
楚
邦
之
師
徒
以
救
郁
之
歳
」
（
富
b
。
①
］
な
ど
）

　
　
と
も
表
記
さ
れ
る
。

　
③
湖
北
省
刑
沙
鉄
路
考
古
隊
一
九
九
一
b
附
録
、
王
紅
筆
「
畠
山
辞
譲
所
反
映
的

　
　
楚
国
暦
法
問
題
－
兼
論
妻
事
沿
革
」
、
劉
層
面
「
従
包
山
楚
簡
農
時
材
料
論
及

　
　
楚
国
紀
年
与
楚
暦
」
、
陳
偉
　
九
九
六
（
第
～
章
）
を
参
照
。

　
④
そ
の
他
、
玉
山
楚
簡
及
び
包
山
二
号
楚
墓
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な
情
報
は
池
田

　
　
雄
一
二
〇
〇
八
（
第
七
章
）
、
藤
田
勝
久
二
〇
〇
五
（
第
一
編
第
五
章
）
、
騎
宇

　
審
・
段
替
安
編
二
〇
〇
六
（
四
四
五
－
四
四
七
買
）
に
簡
要
な
整
理
が
あ
る
。

⑤
州
・
里
に
関
す
る
最
近
の
研
究
と
し
て
魯
姦
二
〇
〇
八
が
あ
る
。

⑥
本
邦
で
は
藤
田
勝
久
氏
に
よ
る
書
評
が
あ
る
（
藤
田
勝
久
一
九
九
八
）
。

⑦
顔
冷
麺
一
九
九
七
（
二
五
頁
）
。

⑧
藤
田
勝
久
二
〇
〇
五
（
二
＝
二
、
二
二
五
頁
）
は
「
文
民
」
簡
に
「
県
」
の
名

　
称
を
記
さ
な
い
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
、
ま
た
「
公
」
・
「
正
」
の
存
在
す
る
地
名

　
を
県
と
み
な
す
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
た
だ
し
氏
は
陳
偉
一
九
九
六
と
同

　
様
、
「
県
レ
ベ
ル
」
と
す
る
同
～
階
層
の
行
政
機
構
を
想
定
し
て
お
り
、
県
が
基

　
本
的
な
行
政
単
位
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
。

二
　
「
竃
H
県
」
説

　
包
山
並
簡
の
出
現
に
よ
っ
て
、
伝
世
文
献
に
未
見
の
資
料
が
新
た
に
獲
得

さ
れ
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
比
較
的
研
究
が
集

中
し
て
い
る
の
が
「
富
」
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
前
述
の
よ
う
な
「
郡
県

制
形
成
史
」
の
観
点
が
影
響
し
、
そ
の
性
格
が
充
分
に
把
握
さ
れ
る
に
は

至
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
ま
ず
は
富
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
を
概
観
し
て
お

こ
う
。

　
陳
偉
一
九
九
六
（
九
八
1
～
○
○
頁
）
は
、
先
回
・
秦
漢
期
、
邑
が
県
の

こ
と
を
指
す
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
富
1
1
県
で
あ
る
と
い
う
説
を
提
示

し
た
。
「
富
大
夫
」
と
は
戦
国
期
の
楚
県
の
長
官
の
称
謂
の
一
つ
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

し
、
「
ん
」
を
付
け
た
の
は
下
級
の
「
邑
」
と
区
別
す
る
た
め
と
い
う
。
朴

素
柱
二
〇
〇
五
は
、
富
は
邑
と
通
用
し
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
「
某
（
葉
）
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包山楚簡の窟と富大夫（土口）

富
大
夫
」
ロ
。
。
O
＞
］
の
「
葉
」
が
咽
左
伝
騙
等
に
見
え
る
「
楚
県
」
で
あ
る

と
し
て
、
富
は
「
県
」
級
の
上
級
組
織
の
別
称
で
あ
る
と
み
な
し
た
。
さ
ら

に
、
富
は
諸
々
の
「
黙
し
を
所
属
さ
せ
、
そ
の
長
官
が
「
富
大
夫
」
で
あ
る

と
し
、
こ
れ
を
地
方
長
官
の
一
つ
に
数
え
て
い
る
。
た
だ
富
と
「
県
」
と
で

は
そ
の
来
源
・
内
部
構
造
・
地
方
統
治
に
お
け
る
作
用
が
異
な
る
と
し
て
、

完
全
に
同
質
と
は
見
な
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
詳
細
な
相
違
に
つ
い
て
は
資

料
不
十
分
と
し
て
踏
み
込
ま
な
い
。
ま
た
最
近
の
論
考
と
し
て
麿
今
慧
二
〇

　
②

○
八
は
先
行
諸
説
を
紹
介
し
た
う
え
、
県
・
富
の
地
位
を
弁
別
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
す
る
一
方
、
富
は
み
な
「
県
」
の
地
名
と
同
時
に
出
現
す
る
と

い
い
、
富
の
属
す
る
職
官
は
み
な
「
県
扁
に
置
か
れ
た
官
で
あ
る
と
み
な
す
。

そ
の
た
め
富
は
「
県
」
の
異
称
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
方
、
主
に
文
字
学
的
な
方
面
か
ら
「
後
込
県
」
説
を
補
強
す
る
も
の
と

し
て
趙
平
安
二
〇
〇
三
が
あ
る
。
氏
は
「
富
」
と
さ
れ
て
き
た
文
字
を

「
宛
」
と
釈
し
、
こ
れ
が
音
韻
的
に
「
県
」
に
通
じ
る
と
み
な
し
た
。
し
か

し
李
天
虹
二
〇
〇
五
が
、
そ
の
解
釈
で
は
立
山
楚
簡
の
「
嚢
陵
丘
童
僕
富
国

郎
」
ロ
綬
］
が
解
釈
で
き
な
い
と
疑
義
を
呈
し
、
自
身
は
秦
簡
な
ど
と
の

照
合
か
ら
「
懐
し
（
館
含
・
と
ど
ま
る
の
意
）
に
解
す
る
説
を
支
持
し
て
い

る
。
こ
れ
は
九
店
楚
簡
や
心
象
地
秦
簡
「
日
書
扁
甲
種
に
見
え
る
「
堀
」
を

「
序
」
翻
「
舎
」
と
解
釈
す
る
李
家
浩
氏
（
湖
北
省
文
物
考
古
研
究
所
・
北

京
大
学
中
文
系
編
二
〇
〇
〇
、
一
一
四
－
五
頁
）
お
よ
び
施
謝
捷
一
九
九
八

の
説
な
ど
を
受
け
た
も
の
で
、
当
該
字
を
「
邑
」
で
は
な
く
「
予
」
に
従
う

と
み
な
し
た
う
え
で
の
見
解
で
あ
る
。
な
お
「
序
」
と
す
る
字
釈
に
つ
い
て

は
、
先
に
掲
げ
た
麿
今
慧
二
〇
〇
八
が
包
山
妻
簡
の
用
例
に
則
し
た
批
判
を

提
示
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
邑
」
と
「
予
」
は
茶
山
楚
簡
で
は
混
用

さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
本
稿
は
こ
れ
に
従
い
、
包
貼
楚
簡
の
「
諾
し
の
字

　
　
　
　
　
　
　
　
③

釈
は
問
題
に
は
し
な
い
。

　
他
に
も
羅
運
環
二
〇
〇
五
は
、
富
は
「
州
」
以
上
の
食
邑
あ
る
い
は
中
等

の
邑
で
あ
り
、
長
所
の
長
官
の
着
旧
は
サ
か
公
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
、
富

は
「
楚
県
」
と
み
な
せ
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
以
上
に
挙
げ
た
富
に
関
す
る
研
究
で
は
、
こ
れ
を
「
県
」
と
同
義
に
解
す

る
説
を
軸
に
、
そ
の
是
非
を
め
ぐ
り
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
い
ず
れ
に

せ
よ
富
を
「
県
」
と
同
系
統
に
あ
る
地
方
行
政
単
位
の
一
と
し
て
捉
え
る
意

見
が
大
勢
を
占
め
て
い
る
。

　
他
方
、
こ
れ
ら
と
～
線
を
画
す
る
も
の
と
し
て
注
昌
さ
れ
る
の
が
、
黄
盛

璋
～
九
九
四
・
劉
信
芳
一
九
九
七
の
見
解
で
あ
る
。
両
考
と
も
「
富
大
夫
」

を
説
明
し
た
も
の
で
、
そ
れ
は
特
定
の
官
職
を
指
す
の
で
は
な
く
、
複
数
の

官
名
を
ま
と
め
て
い
う
「
汎
称
漏
で
あ
る
と
す
る
。
黄
盛
暑
一
九
九
四
は
詳

論
を
欠
く
も
の
の
、
富
大
泉
を
数
例
挙
げ
た
う
え
、
そ
れ
が
「
通
称
偏
で
あ

り
「
専
名
」
で
は
な
い
と
述
べ
る
。
劉
信
芳
一
九
九
七
は
、
「
茉
莉
琶
大
夫
」

［
感
］
が
、
同
簡
の
門
茉
陵
大
富
疲
・
大
駐
歩
師
・
榔
公
認
・
塗
師
墨
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…
…
」
を
笛
含
し
て
い
る
と
考
え
、
前
者
は
後
者
を
「
汎
称
」
し
た
も
の
と

す
る
説
を
提
示
し
た
。
両
論
考
の
議
論
は
金
く
別
個
に
な
さ
れ
て
い
る
よ
う

だ
が
、
結
論
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
な
お
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
富
大
夫
」

の
説
明
で
あ
る
が
、
富
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
、
劉
氏
は
「
富
大
夫
」
以
外

の
富
を
冠
す
る
官
名
に
つ
い
て
、
「
富
司
馬
」
は
竃
大
夫
に
属
す
る
と
し
つ

つ
、
「
都
電
兵
甲
執
事
人
富
司
馬
」
［
c
。
昌
や
「
難
易
之
富
司
馬
」
冒
呂
の

事
例
か
ら
、
鄭
・
臨
易
が
「
県
」
と
す
れ
ば
富
は
そ
れ
以
下
の
行
政
単
位
で

あ
ろ
う
と
推
測
す
る
。
つ
ま
り
富
を
県
に
下
属
す
る
行
政
単
位
と
見
な
し
て

い
る
。
ま
た
「
大
富
」
「
少
富
」
に
つ
い
て
は
史
書
に
未
見
な
が
ら
周
礼
に

擬
え
れ
ば
「
最
大
失
」
の
類
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
こ
れ
も
お
そ
ら
く
富
を
県

以
下
の
行
政
単
位
と
み
な
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
結
局
の
と
こ
ろ
劉
氏
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

富
そ
の
も
の
は
県
以
下
の
行
政
単
位
と
み
な
し
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
「
富
大
夫
」
が
複
数
の
官
名
の
汎
称
に
す
ぎ
な
い
と
す
る

両
氏
の
指
摘
は
傾
聴
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
両
者
い
ず
れ
も
考
察
や
根
拠
の

提
示
が
ご
く
わ
ず
か
に
止
ま
っ
て
い
る
た
め
、
次
節
に
お
い
て
富
の
資
料
に

即
し
て
検
証
を
加
え
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

　
①
近
年
の
王
穎
二
〇
〇
八
（
五
五
頁
）
も
陳
偉
氏
の
「
富
1
1
県
」
説
に
従
い
、
こ

　
　
れ
を
門
行
政
区
画
類
書
詞
」
に
分
類
し
て
い
る
。

　
②
同
論
考
は
著
者
魑
今
慧
女
士
よ
り
恵
贈
に
与
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し

　
　
上
げ
る
。

　
③
そ
の
他
、
黄
盛
璋
～
九
九
四
・
盛
運
寝
耳
〇
〇
二
も
「
富
」
と
算
定
す
べ
き
こ

　
と
を
論
じ
て
い
る
。

④
　
た
だ
し
劉
信
芳
二
〇
〇
三
（
一
～
九
、

　
「
邑
大
夫
」
と
読
み
替
え
て
い
る
。

三
宮
と
富
大
夫

一
六
〇
頁
等
）
に
お
い
て
は
富
大
夫
を

　
表
一
に
富
山
書
簡
「
文
書
」
類
に
お
い
て
「
啓
し
の
登
場
す
る
記
事
金
て

　
　
　
①

を
掲
げ
た
。
な
お
便
宜
上
、
隷
定
は
必
ず
し
も
厳
密
で
は
な
く
、
通
行
の
字

体
に
改
め
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
墨
短
慮
の
符
合
は
省
略
し
、
重
文
符
号
は
文

字
に
起
こ
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
語
義
・
竹
簡
の
内
容
に
つ
い
て
は
読
解
困
難

な
部
分
も
多
い
が
、
内
容
の
理
解
に
あ
た
っ
て
は
湖
北
省
荊
沙
鉄
路
考
古
隊

一
九
九
一
a
・
下
層
芳
二
〇
〇
三
・
陳
偉
等
二
〇
〇
九
を
参
照
し
た
。

　
表
一
は
簡
番
号
の
順
に
並
べ
て
い
る
が
、
行
論
の
必
要
上
「
富
大
夫
」
が

見
え
る
も
の
か
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
は
①
で
あ
る
。
左
タ
が
門
竃

大
夫
」
に
命
じ
、
某
生
な
る
入
物
の
「
典
」
が
「
茉
陵
の
参
鉢
」
に
あ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ど
う
か
を
［
評
」
”
調
査
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
を
実
行
し
た
の
が

「
羨
陵
大
富
疲
・
大
馳
歩
師
・
螂
公
丁
・
五
師
墨
・
士
師
鄙
慶
吉
」
と
い
う

官
員
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
な
職
掌
は
不
明
だ
が
、
大
富

疲
以
下
、
み
な
蓑
陵
と
い
う
地
に
属
す
る
地
方
官
員
に
違
い
な
い
。
こ
の
グ

ル
…
プ
に
よ
る
調
査
の
結
果
、
某
痙
の
「
典
扁
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
。
末

尾
に
「
大
富
疲
内
（
入
）
氏
（
是
）
等
（
1
1
文
書
と
と
あ
る
の
は
以
上
の
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［蓑一］　包山楚簡「文害」類にみえるr富」

簡番号 釈文

① 工2－13 東周之客許経至昨於蔵郵之歳、夏原之月甲戌之日、子左サ命蓑陵宮大夫評部室入
^痙之典之在羨陵之参鉢。羨陵大富疲・大馳歩師・郷公丁・士師墨・士［12］師郡　　　　　　　　　　　　　一

c吉啓…装陵之参鉢而在之、某痙在茉陵之参釣、間御之典殴。　大富疲内氏等。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

m13］

② 26 八月壬申之B、螂易大正登生紘受期、八月癸巳之日、不遽螂易富大夫以廷、1り椚又

s。　正羅壽散之。［26］

③ 47 九月甲辰之日、額司敗李聴受期、十月辛巳之日、不白蝋富大夫焙公遊具・緊易公穆

a與出血二分評直奏、枡三又敗。［47］

④ 53 九月辛亥之日、臨易之富司馬歯胴受講、戊午四日、不量器下之黄、研誤断敗。　秀
ﾆ。［53］

⑤ 62 九月壬戌照日、脚劉1司悠那鄙受期、十月辛巳之日、不逞安陸之下樋里人国隣・髄脳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

z申以廷、研門又敗。　疋艘。［62］

⑥ 67 十月戊寅之日、冬随器大富屈舵、大件勢夏句浩受期、寅月辛未之日、不範鉱震蹄其園　　　　　　　　…

ﾈ西命、研門又敗。　剛鉄。［67］

⑦ 81 冬蛮之陥落丑之日、周賜訟郷之兵甲執事入富司馬競丁、以其政其田。　期面罵之日

ﾞ際五山哉之、泥□為李。［8ユ］

⑧ ユ26－128

`B
左歩與郷蔵賜・正嘉肱・正令翼・旧幕司敗邊・少里喬與サ翠・郊遙歩廃・登歩利之

R繭、蒙陵富大夫二黒評羨陵温州里人陽錨之不善養父陽年同室。夏原之月己酉之日、

g一二獄之空路至命、夏至命、附帯又敗。［ユ28Al

ﾄ原之月計卯聖日、哉言市以至、既渉於喬與、喬学僕受之。　其詳裁言市、既、以
ﾙ呈茜。［128B］

月?之客許維至眸於蔵郵山畑、夏原焦電癸卯之日、子左歩命兼陵之苞大夫詳州里入
ｺ同歯晶群夏陽年同室與不同室。大富疲・大燵算師言謂、陽鏑不與其父［126］陽　　　　　　　　　　　　　　一

N同室。錨居郵、與其許父こ〕連器陽必同室。　大宮疲内氏等。［127］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝

@※簡の順序は陳偉～九九六（頸）により改めた。

⑨ ユ29－130

`B
東周客許経購胎於円蓋二歳、夏尿之月、恒思少司馬登瘍書謂、甘一曲歳、左司馬迦

ﾈ王命命差引雷管具（？）王之饗～青犠之費、足金六匂。［129］目歳也、慨思少司

n二二二足金六匂聖駕於渠、二二大夫左司馬二二二二。二三購三歳、恒思少司馬隣

i？）勝闘以足金六匂倉某、某竃大夫集陽公察遽虐（？）受。［130A］須左司馬之

¥目將黒本之。［130B］

⑩ ！55AB
〔］爾陵公郡薩・嚢陵之行。僕富田安ll。郵足命葬王士、若葬王士之宅。僕命恒綬足、　　　　　　　　　　　　一

瘻ｫ命。安il少司城割判為散、皇朝於僕。方刻1本目馬競継母大司城散客、且政五連軍

c於葬王士、不以告僕。［！55A］既言之、謳之左雰。［155B］

⑪ 157AB 安i～苞大夫命日宰サ郷該詳麟大梁之俄慰之客徳器、苛漫言腰上工卑屈油団解舟貰・舟

ﾚ・司舟・舟新・車醐・杢折・牢中之折・古折・地竿馳僖・竿信之影、黄解。
m157A］登口己亥前日、安ll要諦雰二面以此等至命。［157B］

⑫ 188 （所詑於正懸盤、型原乙亥、登薬・競駝。……［187］）乙酉、疋il琶大夫黄轍、鄭易人

ﾂ披、己丑……。［188］
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③

こ
と
を
報
告
し
た
こ
の
文
書
が
大
宮
疲
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
。

こ
の
部
分
は
文
書
を
送
信
し
た
人
物
を
示
す
署
名
の
よ
う
な
役
割
を
持
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
と
形
式
を
同
じ
く
し
、
か
つ
よ
り
完
全
な
内
容
を
有
す
る
の
が
⑧
で

あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
蓑
陵
に
関
わ
る
。
左
歩
以
下
、
灘
公
賜
・
正
輩
下
・
正

令
翌
・
王
身
上
敗
邊
・
少
里
喬
與
雰
翠
・
弓
造
歩
虜
・
獲
≠
利
よ
り
「
命
」

　
　
　
　
　
④

が
下
さ
れ
た
が
、
そ
の
内
容
は
「
漿
陵
富
大
夫
下
垂
」
に
皇
陵
の
「
州
里

人
扁
で
あ
る
黒
本
な
る
入
物
が
そ
の
父
陽
年
と
門
同
窒
」
で
あ
る
か
否
か
を

調
査
さ
せ
、
そ
の
結
果
を
期
日
ま
で
に
「
哉
獄
之
室
（
主
）
」
を
し
て
「
至

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

（
致
）
命
漏
（
1
1
復
命
）
せ
し
め
よ
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ロ
ト
。
G
。
》
］

末
尾
の
「
軍
門
又
敗
扁
は
、
「
不
×
×
、
防
門
又
敗
（
×
×
と
い
う
命
令
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

執
行
し
な
け
れ
ば
、
懲
罰
を
下
す
）
」
と
の
形
式
で
包
山
楚
簡
「
受
期
一
類

に
頻
出
す
る
文
言
で
あ
り
、
過
失
を
犯
さ
ぬ
よ
う
戒
め
て
お
く
た
め
命
令
文

書
の
末
尾
に
置
か
れ
る
定
型
句
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
［
感
。
。
》
］
は
左

歩
か
ら
下
さ
れ
た
命
令
文
沓
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
に
写
し
取
っ
た
も
の
と
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

え
ら
れ
、
当
時
の
命
令
文
書
の
原
貌
を
保
っ
て
い
る
と
み
な
し
て
よ
い
。
こ

れ
に
対
す
る
報
告
文
書
が
ロ
鳴
①
山
b
。
刈
］
で
あ
り
、
そ
の
冒
頭
の
「
束
周
之

客
許
経
至
炸
蓄
蔵
郵
之
歳
、
夏
原
上
月
癸
卯
之
日
、
子
左
歩
傘
骨
陵
之
富
大

夫
…
…
」
は
、
既
発
の
命
令
を
茉
陵
富
大
夫
側
が
も
う
一
度
繰
り
返
し
述
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

た
も
の
で
あ
り
、
「
右
左
歩
」
と
敬
称
を
用
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
が
富

大
夫
側
か
ら
出
さ
れ
た
報
告
文
書
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
実
際
の
報
告
内

容
は
「
大
富
疲
・
大
宰
歩
師
言
謂
」
以
下
で
あ
る
。
調
査
の
結
果
、
陽
錨
は

父
と
で
は
な
く
、
季
父
□
達
器
陽
必
と
郵
に
て
「
同
室
」
し
て
い
た
こ
と
が

報
告
さ
れ
た
。

　
以
上
を
踏
ま
え
て
⑧
と
①
と
を
比
較
す
れ
ば
、
①
は
富
大
夫
側
の
報
告
文

書
が
残
っ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
左
サ
側
か
ら
下
さ
れ
た
で
あ

ろ
う
命
令
文
書
（
の
写
し
）
は
欠
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
①
に

お
い
て
、
左
濁
か
ら
の
命
令
文
書
は
、
富
大
夫
側
の
報
告
文
書
中
に
間
接
的

に
引
用
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
①
と
⑧
に
お
け
る
文
書
の
往
来
を
整
理

す
れ
ば
表
二
の
通
り
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
と
も
に
富
大
夫
に
対
し
て
命
令
さ
れ
た
事
項
が
実
際
に
は
大
富
・
大
鷺
サ

な
ど
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
富
大
矢
が
具
体
的
に
指
す
も
の

は
大
富
以
下
の
諸
官
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
劉

儒
芳
　
九
九
七
が
富
大
夫
を
「
汎
称
扁
と
見
な
し
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。

　
次
に
⑨
は
文
書
の
往
来
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
「
意
思
少
司
馬
登

瘍
」
の
報
告
文
書
で
あ
る
。
元
来
の
命
令
内
容
は
、
「
甘
置
之
歳
（
前
三
　

九
年
）
、
左
司
馬
遽
以
王
命
如
上
思
暴
君
具
王
一
瓶
へ
青
墨
之
費
、
足
金
六

匂
」
の
部
分
で
あ
る
。
左
目
馬
脚
が
「
王
命
」
に
よ
っ
て
恒
思
に
命
じ
、
某

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

（
葉
）
か
ら
諸
々
の
物
品
（
詳
細
不
明
）
を
「
奮
」
睦
貰
買
さ
せ
る
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
「
足
金
六
匂
」
が
そ
の
対
価
で
あ
ろ
う
。
続
い
て
そ
の
報
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［表二］　①⑧の文書往来

① ⑧

文　書 （命令文書） 報告文轡［12－13］ 命令文轡［！28A】 報告文書［126－127］

発信者 左歩 茉陵大当撲・大

n杢歩師・郷公義・士

t墨・士長鄙慶吉

左歩與郷公賜、正婁

ｯ・正令翠・王私司
s邊、三里喬與歩翠、

A造罪虜・獲勢利

大富疲・大馳雰師　

受信者 茉陵富大夫 （左歩） 蒙陵富大夫司敗 （左歩與劃1公賜、回

瘠ｯ・正令璽・王私

i敗邊、三里喬與サ
堰A炎随歩艀・登勢
?）

内　容 評都二人某痙之典之

C圏陵之参鉢

啓羨陵之参鉢而在之、

^痙在羨陵之参鉢、

竚苳V典置

詳兼陵之州黒人陽錨

V不與漁父陽年同室

陽鋤不輿其父母年同

ｺ

署　名 大富疲… 大富疲一

）内は現存しないが存在が想定される文書。（

告
と
し
て
、
ロ
ω
O
と
以
下
に
「
二
歳
」
と
「
盛
一
一
之
歳
」
（
前
三
一
八

年
）
の
甑
思
と
葉
と
の
交
渉
が
ご
く
簡
単
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
「
渠
富
大
夫
」
は
門
□
歳
」
に
は
「
足
金
六
匂
」
を
受
け
と
ら
ず
、
「
盛

公
霧
之
歳
」
に
よ
う
や
く
受
け
取
っ
た
と
い
う
。

こ
こ
に
特
徴
的
な
の
は
、
葉
側
の
担
当
者
に
つ
い
て
、
「
某
富
大
夫
左
司

馬
越
號
」
・
「
集
富
大
夫
藁
蕎
公
等
逢
盧
」
の
よ
う
に
、
富
大
夫
に
加
え
て
左

司
馬
や
集
陽
公
と
い
っ
た
別
の
官
名
や
「
公
」
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
と
同
様
の
例
は
③
「
額
富
大
夫
膨
満
野
芝
」
に
も
見
え
る
。
問

題
は
、
こ
れ
ら
が
回
別
々
の
人
物
、
す
な
わ
ち
「
某
富
大
夫
と
左
司
馬
越
號

／
集
陽
公
薬
遙
膚
」
「
額
富
大
夫
と
焙
公
遮
具
」
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い

る
の
か
、
そ
れ
と
も
㈲
一
人
が
二
つ
の
職
を
兼
任
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち

「
富
大
矢
で
あ
る
と
こ
ろ
の
左
司
馬
／
集
陽
公
」
の
よ
う
に
見
な
す
べ
き
か

　
　
　
　
　
⑫

と
い
う
点
で
あ
る
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
勧
の
意
味
で
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
①
⑧
に
お
い

て
、
富
大
夫
が
実
際
に
は
大
富
・
大
駿
勢
・
榔
公
・
士
師
を
指
し
て
い
た
よ

う
に
、
富
大
夫
で
一
括
さ
れ
る
富
職
の
中
に
は
、
｝
見
富
と
は
無
関
係
に
も

見
え
る
雑
多
な
も
の
も
含
み
え
た
。
従
っ
て
⑨
で
も
同
じ
く
左
司
馬
・
集
陽

公
が
さ
ら
に
富
大
夫
で
あ
っ
た
と
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。
「
左
司
馬
」

に
つ
い
て
は
⑩
に
「
郊
（
郡
）
左
司
馬
競
慶
」
ロ
㎝
巴
の
例
が
得
ら
れ
る

（581）

よ
う
に
、
地
方
に
所
属
す
る
も
の
が
あ
り
、
従
っ
て
「
某
富
大
子
左
司
馬
越
　
　
㎜



號
」
は
、
「
豊
富
大
失
」
で
も
あ
り
「
某
左
司
馬
」
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ま

た
「
集
陽
公
扁
は
集
落
な
る
地
の
「
公
」
で
あ
る
か
ら
、
莱
と
は
別
の
土
地

の
「
公
」
が
「
某
富
大
夫
」
を
兼
ね
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
一
見
不

自
然
だ
が
、
類
似
し
た
表
現
と
し
て
「
下
察
轡
執
事
人
陽
城
公
」
［
薗
O
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

が
挙
げ
ら
れ
る
。
下
察
の
「
餐
執
事
人
」
が
「
陽
城
公
」
で
あ
る
と
い
う
関

係
は
、
異
な
る
地
の
「
公
」
が
「
執
事
入
」
を
兼
ね
て
い
る
点
、
㈲
「
三
富

大
夫
で
あ
る
と
こ
ろ
の
左
司
馬
／
集
陽
熱
心
と
似
る
。
ロ
ト
。
O
］
は
下
察
・

干
城
の
両
地
に
関
わ
る
殺
入
事
件
に
つ
い
て
記
す
も
の
で
あ
り
、
関
係
す
る

事
件
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
に
別
の
土
地
で
「
執
事
」
す
る
こ
と

が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
「
執
事
人
」
は
官
職
の
固
有
名
で
は

な
く
、
文
字
通
り
「
事
を
執
る
人
扁
を
示
す
普
通
名
詞
で
あ
ろ
う
。
⑨
で
は
、

恒
思
と
業
と
の
交
渉
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
磐
戸
公
が
突
然
現
れ
て
渠

富
大
美
を
兼
任
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
判
然
と
し
な
い
が
、
こ
の
案
件
に
限

っ
て
何
ら
か
の
関
係
者
と
な
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
③
「
額
富
大
夫
焙
公

遊
具
」
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
富
大
夫
が
必
ず
し
も
あ
る

土
地
に
固
定
的
に
所
属
す
る
よ
う
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
も
示
す
。

　
②
③
④
⑤
⑥
⑦
は
金
て
「
受
期
扁
類
に
分
類
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
「
月
日

A
、
某
が
受
期
。
月
日
B
ま
で
に
、
～
し
な
け
れ
ば
、
研
門
又
敗
」
と
定
型

的
だ
が
、
内
容
は
極
め
て
断
片
的
で
あ
り
、
い
か
な
る
文
脈
に
あ
る
の
か
は

ほ
と
ん
ど
判
明
し
な
い
。
こ
の
う
ち
富
大
夫
は
、
先
に
触
れ
た
③
「
額
富
大

夫
糖
公
三
具
」
の
ほ
か
に
②
「
郵
易
富
大
夫
」
と
し
て
見
え
る
が
、
こ
こ
に

は
そ
の
個
人
名
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
人
物
を
特
定
で
き
な
い
こ
と
に
注
意

し
て
お
き
た
い
。
他
の
簡
に
は
富
大
夫
以
外
の
「
富
」
を
冠
す
る
官
職
名
が

見
え
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　
⑪
は
「
郷
（
β
焉
）
富
大
炎
」
が
そ
の
配
下
で
あ
ろ
う
少
宰
サ
郷
該
に
、

「
大
梁
四
獣
醤
之
客
苛
無
下
を
「
詳
（
察
）
窮
（
問
）
」
す
る
よ
う
命
じ
た

の
に
対
し
、
都
少
西
国
が
そ
の
苛
坦
な
る
人
物
の
証
一
蓄
を
報
告
し
た
こ
と
が

記
さ
れ
る
。
こ
れ
は
報
告
文
書
の
み
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
［
一
〇
刈
b
σ
］
町

君
に
「
郷
軍
宰
型
置
該
以
此
等
至
（
致
）
命
」
と
、
文
書
に
よ
っ
て
復
命
し

た
旨
の
文
言
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
冒
頭
の
「
野

宮
大
夫
命
少
宰
サ
備
蓄
…
…
扁
の
部
分
は
元
来
の
命
令
文
書
で
は
な
く
、
先

の
⑧
ロ
b
。
①
山
b
。
昌
と
同
様
、
報
告
者
側
が
既
発
の
命
令
を
繰
り
返
し
た
も

の
で
あ
る
。
報
告
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
が
、
こ
こ
も
鄭
富

大
夫
の
人
名
が
記
さ
れ
な
い
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　
⑫
「
郡
諸
大
夫
黄
轍
」
は
、
陳
偉
一
九
九
六
が
「
所
説
」
と
分
類
し
た
文

書
群
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
所
管
」
は
上
級
宮
員
が

下
級
官
員
に
業
務
を
付
託
し
た
記
録
で
あ
り
、
担
当
官
お
よ
び
案
件
に
関
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

る
人
名
、
日
付
を
列
挙
し
た
簡
潔
な
リ
ス
ト
で
あ
る
。
列
挙
さ
れ
る
人
名
の

中
に
は
官
職
や
出
身
地
な
ど
の
情
報
を
記
さ
な
い
者
も
よ
く
見
ら
れ
る
た
め
、

⑫
は
門
冷
艶
大
夫
・
黄
平
」
と
別
個
に
解
す
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
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出山楚簡の富と富大夫（＝ヒロ）

　
包
狭
量
簡
に
見
え
る
富
大
夫
の
事
例
は
以
上
に
尽
き
る
。
あ
ら
た
め
て
表

三
に
富
大
夫
の
例
の
み
抽
出
し
て
お
い
た
が
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、

富
大
鷺
の
み
を
単
独
で
冠
し
、
か
つ
個
人
名
を
伴
う
も
の
は
非
常
に
限
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
⑫
を
除
け
ば
皆
無
と
い
う
こ
と
に
な
る
）
。

こ
こ
で
個
人
名
を
併
記
し
て
い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
た
の
は
、

次
の
事
情
に
関
わ
る
。
す
な
わ
ち
、
富
大
夫
に
は
ほ
と
ん
ど
個
人
名
が
伴
わ

な
い
一
方
で
、
そ
の
他
の
「
富
」
を
冠
す
る
官
に
は
例
外
な
く
人
名
を
併
記

す
る
と
い
う
明
瞭
な
区
別
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
①
⑧
大
富
疲
、
④
臨
易
之
富
司
馬
煙
加
、
⑤
（
安
陸
？
）
少
十
二
申
、
⑥

都
下
大
富
巻
帯
、
⑦
鄭
（
郡
）
之
兵
甲
執
事
人
富
司
馬
競
丁
は
、
す
べ
て
個

人
名
を
併
記
し
て
お
り
、
そ
の
官
職
に
就
い
て
い
た
特
定
個
人
が
明
示
さ
れ

て
い
る
。
な
お
⑩
の
み
「
僕
富
於
都
（
郡
と
と
、
富
が
動
詞
と
し
て
用

」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
こ
う

夫

献
　
　
　
　
　
　
し
た
「
塵
を
冠
す
る
職
に

ド
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
就
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で

え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

見
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ろ
う
。

に

締
　
　
　
　
　
　
　
・
の
よ
う
に
、
個
人
名
が

融
　
　
　
　
　
　
　
併
記
さ
れ
る
か
否
か
に
醤

ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
れ
ば
、
「
富
」
を
冠
す
る

俵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
官
と
富
大
夫
と
の
性
質
の
相

① 茉陵富大夫

② 邨易富大夫

③ 瀬富大夫繕公遮具

⑧ 羨陵竃大夫

⑧ 漿陵之富大夫

⑨ 某富大夫左司馬越號

⑨ 榮富大夫集陽公察遽虐

⑪ 安随大夫

⑫ 那富大夫（・）黄轍

違
が
注
目
さ
れ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
「
富
」
を
冠
す
る
諸
官
と
は
対
照
的
に
、

琶
大
夫
は
概
し
て
個
人
を
明
示
し
な
い
、
曖
昧
な
表
現
を
と
っ
て
い
る
と
理

解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
や
は
り
、
富
大
夫
は
そ
れ
単
独
で
は
特
定

の
官
職
を
指
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
。

　
こ
れ
を
踏
ま
え
て
い
ま
一
度
①
⑧
を
見
て
み
よ
う
。
左
サ
以
下
中
央
官
員

の
グ
ル
…
プ
か
ら
蒙
陵
に
発
せ
ら
れ
た
命
令
文
書
に
お
い
て
、
そ
の
宛
先

（
受
信
者
）
は
①
「
富
大
夫
」
及
び
⑧
「
富
大
里
司
敗
」
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
命
令
を
実
際
に
執
行
し
た
の
は
、
①
で
は
蓑
陵
大
富
疲
・
大
学
サ
師
・
榔

公
丁
・
導
師
墨
・
士
爵
鄙
慶
吉
、
⑧
で
は
大
富
痩
・
大
詔
サ
師
で
あ
る
。
こ

こ
で
の
呼
称
の
変
化
は
、
命
令
が
出
さ
れ
た
段
階
で
は
「
富
大
夫
扁
と
曖
昧

な
表
現
を
取
り
、
「
富
大
矢
」
側
か
ら
の
報
告
に
お
い
て
よ
う
や
く
具
体
的

な
富
職
名
・
個
人
名
が
明
記
さ
れ
た
、
と
の
経
緯
で
解
す
べ
き
で
あ
る
。
報

告
文
書
に
お
け
る
担
当
者
の
自
称
は
「
富
大
夫
偏
で
は
な
く
、
「
大
富
」
な

ど
の
官
名
そ
し
て
具
体
的
な
個
人
に
変
わ
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
報
告
者
の
側

に
は
、
富
大
夫
な
る
称
謂
を
帯
び
る
者
は
存
在
し
な
い
、
言
い
換
え
れ
ば
、

宮
大
夫
が
個
人
の
自
称
と
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
。

　
富
大
夫
と
そ
れ
が
実
際
に
指
す
官
職
と
の
対
応
が
わ
か
る
の
は
①
⑧
に
限

ら
れ
る
が
、
そ
の
他
の
薯
巴
」
を
冠
す
る
少
量
・
富
司
馬
と
い
っ
た
官
職
も

竃
大
夫
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
富
大
夫
以
外
の
「
寓
」
を
冠

す
る
官
の
方
こ
そ
、
恒
常
的
に
置
か
れ
特
定
の
職
務
を
持
つ
、
「
正
式
」
な
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官
職
名
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
常
に
個
人
名
を
伴
い
、
い
か
な
る
人
物

が
そ
れ
に
就
い
て
い
た
の
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

「
富
大
夫
」
の
呼
称
は
、
大
富
以
下
「
富
」
を
冠
す
る
複
数
の
官
職
を
包
括

し
た
も
の
と
し
て
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
従
来
、
①
⑧
に
富
大

夫
と
大
富
が
同
時
に
現
れ
る
こ
と
か
ら
「
富
大
夫
1
1
大
富
」
と
み
な
さ
れ
る

こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
正
確
で
は
な
い
。
大
富
は
富
大
夫
に
含
ま
れ
る

の
で
あ
っ
て
、
両
者
は
同
義
で
は
な
い
。

　
「
富
大
夫
」
の
呼
称
が
包
摂
す
る
の
は
、
大
富
・
輔
導
・
富
司
馬
と
い
っ

た
「
富
」
諸
官
に
限
ら
れ
ず
、
①
の
よ
う
に
大
二
歩
・
榔
公
・
士
師
と
い
っ

た
特
段
富
と
関
係
な
さ
そ
う
な
も
の
も
含
む
。
さ
ら
に
は
⑨
「
茱
富
大
夫
左

司
馬
越
號
」
・
「
集
富
大
夫
集
陽
公
長
島
膚
」
の
ご
と
く
、
左
司
馬
や
集
愚
闇

と
い
っ
た
「
本
職
」
と
思
し
き
官
職
名
に
加
え
て
冠
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た
。
こ
れ
ら
「
本
職
し
が
常
に
富
大
夫
に
包
摂
さ
れ
た
か
は
な
お
検
討
の
余

地
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
推
定
で
き
る
の
は
、
富
大
夫
の
指
す
対
象
が
極
め
て

多
様
、
緩
や
か
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
を
総
括
し
て
お
こ
う
。
基
山
占
奪
に
お
い
て
は
、
大
富
等

「
富
」
諸
官
を
含
む
複
数
の
官
を
曖
昧
に
、
あ
る
い
は
集
合
的
に
指
す
場
合

に
、
「
富
大
夫
」
の
呼
称
が
使
用
さ
れ
、
特
定
の
個
人
を
指
す
必
要
が
あ
る

場
合
に
は
「
大
富
某
」
や
「
富
司
馬
面
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
一
端

は
、
富
大
夫
に
は
ほ
と
ん
ど
個
人
名
が
伴
わ
な
い
と
い
う
事
実
に
現
れ
て
い

る
。
「
富
大
夫
（
の
一
人
置
あ
る
）
某
」
と
い
っ
た
含
意
で
個
人
名
を
伴
う

こ
と
も
可
能
と
は
思
わ
れ
る
が
、
⑫
に
そ
の
可
能
性
が
あ
る
以
外
に
そ
う
し

た
事
例
は
見
あ
た
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
⑨
「
某
富
大
夫
左
司

馬
越
號
」
・
「
某
富
大
聖
集
陽
公
駈
落
虐
」
の
よ
う
に
無
学
の
「
本
職
」
を
記

す
こ
と
が
原
則
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
富
大
夫
単
体
で
自
称
に
な
る
こ
と
も
想

定
し
が
た
く
、
果
た
し
て
そ
の
よ
う
な
事
例
は
少
な
く
と
も
天
爵
楚
簡
に
お

　
　
　
　
　
　
　
⑭

い
て
は
皆
無
で
あ
る
。

　
富
大
夫
は
基
本
的
に
特
定
の
官
員
個
人
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ

と
は
ま
た
、
富
大
夫
が
「
富
」
の
長
官
ま
し
て
「
県
」
の
長
官
と
い
っ
た
存

在
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
門
宮
」
を
郡
県
と

岡
系
統
に
並
ぶ
行
政
組
織
と
し
て
、
そ
れ
ら
と
の
上
下
関
係
上
を
考
え
る
と

い
っ
た
方
法
が
採
ら
れ
て
き
た
が
、
富
大
夫
が
そ
こ
の
長
官
で
あ
る
よ
う
な

あ
る
一
定
の
地
理
範
囲
と
い
う
も
の
を
想
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
「
諸
富

大
夫
」
や
「
某
富
大
夫
」
と
い
う
呼
称
の
存
在
か
ら
、
彼
ら
が
管
轄
す
る

「
都
富
」
・
「
某
富
」
と
い
う
行
政
単
位
の
存
在
は
導
き
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
は
む
し
ろ
大
富
・
少
富
・
富
司
馬
と
は
何
か
、
と
い
っ
た
側
面
か

ら
分
析
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
本
稿
で
は
そ
の
字
源
に
従
わ
な

か
っ
た
も
の
の
、
「
富
1
1
舎
」
と
す
る
説
の
よ
う
に
、
行
政
単
位
で
は
な
く

地
方
に
設
置
さ
れ
た
宿
泊
設
備
等
の
よ
う
に
解
し
て
、
何
ら
か
の
部
署
・
施

⑰設
と
み
な
す
見
解
の
方
が
、
方
向
性
と
し
て
よ
り
適
切
で
あ
ろ
う
。
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包山楚簡の富と富大夫（土N）

　
以
上
の
所
見
は
黄
盛
璋
｝
九
九
四
・
劉
信
芳
｝
九
九
七
の
「
汎
称
」
説
に

同
調
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
付
け
加
え
る
こ
と
と
し
て
、
個
人
名

の
併
記
と
い
う
点
で
富
大
夫
と
そ
れ
以
外
の
「
富
」
諸
官
が
明
器
さ
れ
て
い

る
と
い
う
事
実
を
確
認
し
え
た
。
特
に
命
令
文
書
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で

も
緩
や
か
に
、
集
合
的
に
「
富
大
夫
」
と
指
定
し
た
う
え
で
命
令
が
下
さ
れ

て
い
た
。
命
今
文
書
で
受
信
対
象
を
は
っ
き
り
特
定
し
な
い
と
い
う
の
は
一

見
不
自
然
に
も
思
え
る
が
、
受
信
側
の
当
事
者
に
と
っ
て
は
そ
の
命
令
の
内

容
に
よ
っ
て
自
明
と
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
、
漢
簡
に
頻
見
す
る
「
下
當
用
者
」
と
い
う
文
句
が
連
想
さ
れ
る
。
居
延

漢
簡
で
は
例
え
ば
、

　
　
元
康
五
年
二
月
癸
丑
朔
癸
亥
、
御
史
大
夫
治
下
丞
相
、
承
書
從
事
、
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
　
當
用
者
、
如
詔
書
（
一
〇
・
ω
G
o
）

　
　
緩
和
元
年
六
月
癸
日
日
庚
午
、
大
司
空
武
下
丞
相
、
下
當
用
者

　
　
　
（
卜
○
㎝
立
山
O
）

な
ど
枚
挙
に
暇
無
い
が
、
こ
の
「
當
に
用
う
べ
き
者
に
下
せ
」
と
は
、
「
し

か
る
べ
き
担
当
者
に
指
令
を
下
せ
」
の
意
味
で
あ
っ
て
、
や
は
り
担
当
者
を

明
示
し
な
い
形
式
で
あ
る
。
か
な
り
時
代
は
離
れ
る
も
の
の
、
こ
こ
か
ら
類

推
す
れ
ば
、
包
山
楚
簡
の
命
令
文
書
に
お
い
て
「
富
大
夫
」
宛
と
い
う
緩
や

か
な
指
定
の
仕
方
で
命
令
が
下
さ
れ
る
の
も
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
富
大

夫
」
と
は
従
っ
て
、
「
富
に
関
す
る
担
当
者
・
責
任
者
」
程
度
の
意
味
で
あ

っ
た
と
解
し
う
る
。
た
だ
し
そ
の
内
容
は
「
富
」
関
連
の
職
官
と
い
う
条
件

付
き
で
あ
る
点
、
漢
簡
の
「
當
用
者
」
と
比
べ
れ
ば
よ
り
限
定
的
で
は
あ
る
。

①
　
　
「
郁
客
亭
巌
壁
之
犬
宮
叙
情
」
ロ
念
］
は
検
討
の
対
象
か
ら
除
外
し
た
。
こ

　
の
「
犬
竃
」
は
合
文
で
あ
り
、
「
犬
富
」
・
「
富
犬
」
ど
ち
ら
も
可
能
で
意
見
が
分

　
か
れ
て
い
る
。
ま
た
「
郁
（
国
か
ら
の
）
客
で
あ
る
望
困
業
（
人
名
）
」
に
属
し

　
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
楚
の
官
名
と
は
無
関
係
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
劉
信
芳

　
二
〇
〇
一
二
（
一
四
五
頁
）
は
「
犬
寓
」
と
読
み
、
「
犬
」
と
い
う
地
の
「
近
大

　
夫
」
と
み
な
す
が
、
根
拠
に
欠
け
る
た
め
従
え
な
い
。
陳
偉
等
二
〇
〇
九
（
七
〇

　
頁
）
で
は
門
家
富
」
と
の
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
。

②
門
評
扁
字
の
解
釈
と
し
て
、
「
験
」
と
す
る
胡
平
生
　
九
九
七
、
「
察
」
と
す
る

　
蓑
錫
翌
翌
（
荊
門
市
博
物
館
編
一
九
九
八
、
一
五
一
頁
）
、
「
督
」
と
す
る
劉
信
芳

　
二
〇
〇
三
⊃
九
…
二
一
頁
）
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
門
し
ら
べ
る
」
「
調
査
す

　
る
」
の
意
味
に
捉
え
て
大
き
く
は
異
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
の
字
形
に
つ
い
て
も

　
な
お
議
論
が
確
定
し
て
い
な
い
（
黄
錫
全
二
〇
〇
一
参
照
）
。

③
陳
偉
一
九
九
六
（
六
王
頁
）
。

④
陳
偉
等
二
〇
〇
九
（
六
二
頁
）
は
、
「
左
玉
上
郭
公
賜
・
二
王
抜
…
…
獲
歩
利

　
之
命
」
［
這
。
。
〉
】
の
「
與
」
を
動
詞
と
み
な
し
、
冠
雪
か
ら
二
項
賜
ら
七
人
に
命

　
令
が
「
與
」
え
ら
れ
た
と
す
る
。
つ
ま
り
左
勢
・
榔
公
賜
・
正
婁
怯
…
…
ら
が
共

　
同
で
命
令
を
出
し
た
と
は
み
な
さ
な
い
（
陳
偉
一
二
〇
〇
九
（
六
二
頁
）
も
同

　
じ
）
。
し
か
し
こ
の
「
與
」
は
並
列
を
示
す
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
ロ
澄
】
に

　
「
秦
大
夫
恰
之
国
里
公
周
証
言
於
左
サ
干
鰯
公
判
、
偏
サ
燦
・
正
婁
怯
・
正
令

　
墾
・
王
私
司
馬
邉
、
少
黒
喬
與
サ
翠
、
鄭
造
サ
扉
・
登
サ
利
」
と
あ
り
、
こ
こ
で

　
は
「
憂
欝
」
の
目
的
語
と
し
て
同
様
の
左
サ
以
下
の
グ
ル
ー
プ
が
現
れ
て
い
る
た

　
め
、
こ
の
「
與
一
を
動
詞
で
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
様
の
句
形
は
【
憲
呂

　
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
鑑
み
れ
ば
、
「
襲
歩
與
郷
公
賜
…
…
」
と
示
さ
れ
る

　
左
歩
以
下
は
一
体
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
［
冨
。
。
〉
】
の
門
與
」
も
並
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列
を
示
す
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
、
命
令
を
発
信
し
た
郷
が

　
「
左
舜
と
鄭
公
賜
・
正
婁
怯
…
…
㎏
の
連
名
と
な
っ
て
い
る
と
解
し
た
。
ま
た
、

　
報
告
文
書
ロ
ト
。
①
－
難
中
］
の
宛
先
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
必
然
的
に
そ
れ
は

　
本
来
「
左
歩
與
灘
公
賜
・
正
婁
肱
…
…
獲
歩
利
」
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
い

　
ず
れ
に
せ
よ
、
報
告
文
書
［
巳
①
］
に
お
い
て
「
土
左
ヂ
命
兼
陵
之
宮
大
夫

　
…
…
」
（
左
サ
閣
下
が
仲
好
の
箆
大
夫
に
命
じ
ら
れ
ま
し
た
こ
と
に
は
…
…
）
と

　
あ
る
た
め
、
命
令
の
発
信
者
を
地
歩
、
受
信
者
を
羨
陵
の
富
大
夫
と
解
す
る
こ
と

　
に
問
題
は
な
い
。

⑤
「
至
（
致
）
命
」
が
「
報
命
」
（
復
命
す
る
）
の
意
味
で
あ
る
こ
と
は
李
家
浩

　
二
〇
〇
一
を
参
照
。

⑥
　
　
門
防
湿
又
敗
」
の
解
釈
は
陳
偉
一
九
九
六
（
五
二
頁
）
に
従
っ
た
が
、
そ
の
具

　
体
的
な
意
味
に
つ
い
て
は
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
。
同
論
考
は
詳
細
な
含
意
は
不

　
明
と
す
る
。
廣
瀬
薫
雄
二
〇
〇
七
に
諸
説
が
整
理
さ
れ
て
お
り
、
氏
自
身
は
門
徴

　
問
有
人
㎏
と
解
し
て
「
裁
判
は
失
敗
す
る
で
あ
ろ
う
（
審
案
商
会
失
敗
と
の
意

　
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
前
提
と
し
て
氏
は
「
徴
問
」
を
「
被
疑
者
な
い
し
証
人

　
の
召
喚
（
徴
）
と
訊
問
の
執
行
（
問
）
」
と
考
え
て
い
る
が
、
受
勲
簡
に
椴
も
多

　
く
見
ら
れ
る
「
不
逞
～
以
廷
（
～
を
垂
れ
て
出
廷
さ
せ
な
け
れ
ば
）
、
隣
門
又

　
敗
」
の
形
式
に
こ
れ
を
当
て
は
め
る
と
、
「
出
廷
さ
せ
る
」
と
「
召
喚
」
が
重
複

　
し
て
し
ま
い
、
不
自
然
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
他
の
意
見
と
し
て
、
葛
英
会
一
九
九

　
六
（
九
三
頁
）
が
門
研
門
」
1
1
門
上
聞
」
と
解
し
、
「
も
し
受
三
者
が
文
書
の
指

　
示
の
如
く
処
置
し
な
け
れ
ば
、
上
聞
に
お
い
て
落
ち
度
あ
り
と
し
て
処
罰
す
る
」

　
と
解
釈
す
る
。
李
家
浩
二
〇
〇
六
も
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
。

⑦
廣
瀬
蕪
雄
二
〇
〇
五
は
文
書
送
達
の
観
点
か
ら
［
巳
早
冨
。
。
》
じ
d
］
に
つ
い
て

　
考
察
を
加
え
て
い
る
。

⑧
「
子
」
が
上
行
文
書
に
お
け
る
尊
敬
表
現
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
単
帯
五
～

　
九
九
六
が
注
意
し
て
い
る
。

⑨
な
お
⑧
で
は
「
富
大
夫
司
敗
」
に
出
さ
れ
た
命
令
に
、
大
富
・
大
馳
サ
が
返
答

　
し
て
い
る
。
「
富
大
夫
司
敗
」
が
、
「
宮
大
夫
と
司
敗
扁
で
あ
る
の
か
二
塁
大
夫
で

　
あ
り
か
つ
司
敗
」
で
あ
る
の
か
判
断
し
が
た
い
。
特
に
命
令
を
受
け
た
は
ず
の
藁

　
陵
側
の
『
司
敗
」
が
報
告
文
書
申
に
見
え
な
い
が
、
大
腔
勢
が
司
敗
に
含
ま
れ
る

　
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

⑩
こ
こ
で
は
「
具
王
満
塁
　
青
犠
位
階
」
を
売
買
に
供
さ
れ
た
傭
ら
か
の
品
物
と

　
考
え
た
。
劉
信
芳
二
〇
〇
三
（
＝
一
三
頁
）
は
「
具
王
之
饗
」
に
つ
い
て
、

　
「
具
僻
邑
を
点
耳
扁
に
読
み
、
楚
王
の
祭
祀
規
模
を
拡
大
す
る
こ
と
と
考
え
て
い

　
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
「
魯
」
到
貰
買
の
目
的
語
と
し
て
は
適
当
で
は
な
く
、
数

　
年
（
門
人
歳
」
ら
盛
公
共
之
歳
」
）
を
経
て
よ
う
や
く
交
渉
が
決
着
し
た
こ
と
と
も

　
整
合
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。

⑪
　
こ
の
文
字
に
も
議
論
が
あ
り
、
必
ず
し
も
満
足
に
解
釈
で
き
る
わ
け
で
は
な
い

　
が
、
こ
こ
で
は
劉
信
芳
二
〇
〇
三
（
～
ニ
ニ
頁
）
に
従
っ
て
お
く
。

⑫
湖
北
省
荊
沙
鉄
路
考
古
隊
一
九
九
一
a
は
［
ミ
】
、
ロ
G
。
O
］
の
宮
大
夫
の
後

　
に
頓
号
を
付
し
「
某
寓
大
夫
・
雷
公
」
の
よ
う
に
読
む
。
こ
れ
に
対
し
黄
盛
璋
…

　
九
九
四
は
後
続
の
官
名
と
連
続
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
お
り
、
そ

　
の
意
見
が
有
力
で
あ
る
。
庸
呉
下
二
〇
〇
八
も
㈲
の
よ
う
に
解
す
べ
き
こ
と
を
指

　
齎
す
る
。
陳
偉
一
九
九
六
の
釈
文
で
は
す
べ
て
頓
号
を
付
け
て
お
ら
ず
、
劉
信
芳

　
二
〇
〇
三
・
陳
偉
等
帰
営
〇
〇
九
も
同
様
で
あ
る
。

⑬
な
お
「
執
事
人
」
は
表
中
の
⑦
に
も
「
都
（
焉
）
之
兵
甲
執
事
人
富
司
馬
競

　
丁
」
と
見
え
る
。
「
執
事
入
」
に
接
頭
す
る
「
餐
」
や
「
兵
甲
」
は
、
そ
の
「
執

　
事
」
す
る
内
容
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。

⑭
陳
偉
…
九
九
六
（
三
〇
頁
、
六
五
頁
）
。
「
所
思
」
類
に
関
す
る
專
論
と
し
て
廣

　
瀬
薫
雄
二
〇
〇
～
が
あ
る
。

⑮
こ
れ
を
劉
信
芳
一
九
九
七
等
は
「
輝
の
富
大
夫
と
な
っ
た
」
と
解
釈
す
る
が
、

　
本
稿
の
所
見
に
従
え
ば
、
よ
り
具
体
的
な
「
大
富
偏
等
の
官
に
就
い
た
と
考
え
る

　
べ
き
で
あ
る
。

⑯
肖
毅
二
〇
〇
～
に
印
譜
等
に
見
え
る
「
富
大
夫
」
名
義
の
楚
璽
が
言
及
さ
れ
て
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包山楚簡の富と富大夫（土口）

　
お
り
、
そ
こ
に
は
、
江
陵
行
宮
大
夫
・
上
駄
富
大
夫
璽
・
上
場
（
唐
）
行
富
大
夫

　
璽
・
下
藥
窟
大
夫
璽
・
山
雑
行
琶
大
夫
璽
如
・
鄙
（
番
）
窟
大
夫
璽
の
六
点
が
挙

　
げ
ら
れ
て
い
る
（
な
お
肖
毅
氏
は
「
富
日
県
」
と
す
る
陳
偉
説
に
従
う
）
。
韓
自

　
強
・
韓
朝
二
〇
〇
〇
に
は
さ
ら
に
阜
陽
出
土
の
郵
厚
行
富
大
夫
璽
・
新
東
陽
富
大

　
夫
璽
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
「
地
名
＋
富
大
夫
」
も
し
く
は

　
「
地
名
＋
行
富
大
夫
」
の
形
式
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
一
見
特
定
の
官
職
名
を
示
し

　
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
本
稿
の
知

　
見
に
基
づ
き
そ
の
用
途
を
考
え
る
と
、
例
え
ば
中
央
に
提
出
す
る
報
告
文
書
に
お

　
い
て
①
⑧
の
よ
う
に
大
琶
以
下
諸
官
が
連
名
で
文
害
を
作
成
し
た
際
、
「
竃
大

　
夫
」
と
い
う
名
義
を
い
わ
ば
集
合
的
な
自
称
と
し
、
そ
の
璽
印
を
以
て
封
印
し
た

　
と
い
っ
た
過
程
が
想
定
で
き
よ
う
。
な
お
韓
自
強
・
韓
朝
二
〇
〇
〇
は
楚
筆
の

　
「
行
富
大
夫
」
に
関
し
て
、
楚
が
秦
の
逼
迫
に
遭
い
東
遷
し
た
の
ち
、
旧
支
配
地

　
を
矯
超
し
た
地
の
長
官
を
「
行
毯
大
夫
」
と
称
し
た
と
す
る
（
こ
の
見
解
は
黄
盛

　
難
一
九
九
四
に
既
に
提
示
さ
れ
て
い
る
）
。
「
行
富
」
が
包
山
楚
簡
に
見
ら
れ
ず
、

　
准
河
流
域
出
土
楚
璽
に
事
例
が
集
中
し
て
い
る
と
い
う
興
味
深
い
指
摘
も
な
さ
れ

　
て
い
る
が
、
果
た
し
て
戦
国
楚
に
裏
革
の
制
が
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
あ
っ
た
と
し

　
て
も
そ
れ
が
な
ぜ
「
二
二
扁
と
称
さ
れ
る
の
か
疑
問
が
残
る
。

⑰
「
富
司
馬
」
の
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
軍
事
関
連
の
施
設
や
部
署
を
含

　
む
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
調
印
と
し
て
数
件
見
ら
れ
る
門
三
富
」
「
右

　
富
」
（
故
宮
博
物
院
編
【
九
八
一
、
8
蜜
一
O
卜
⊃
零
）
は
、
戦
国
期
青
銅
兵
器
銘
文

　
等
の
「
左
庫
」
「
右
庫
」
と
の
類
似
を
窺
わ
せ
る
。
こ
の
こ
と
も
「
富
」
が
行
政

　
単
位
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
地
方
に
附
置
さ
れ
た
機
構
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

⑱
居
延
漢
簡
の
釈
文
は
謝
硅
華
・
李
均
明
・
朱
国
国
皿
九
八
七
に
よ
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
そ
も
そ
も
富
大
夫
が
特
定
の
官
職
名
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
背

畢
に
は
、
そ
の
呼
称
が
直
ち
に
「
邑
大
夫
」
を
連
想
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が

あ
る
。
文
献
史
料
の
邑
大
夫
は
、
『
左
伝
』
嚢
公
三
十
一
年
「
子
一
三
使
歩

何
爲
邑
」
の
杜
注
「
爲
邑
大
夫
」
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
某
地

を
統
治
す
る
長
官
と
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
隅
左
伝
聴
に
そ
れ
を
確

認
す
れ
ば
、

　
　
趙
衰
長
原
大
矢
、
狐
漆
爲
温
大
夫
。
（
僖
公
二
十
五
年
）

　
　
　
（
申
公
巫
臣
）
遂
奔
晋
、
而
因
郁
至
、
以
臣
事
奮
。
晋
人
使
爲
邪
大
夫
。

　
　
　
（
成
公
二
年
）

　
　
羽
頷
出
奔
脅
、
平
々
大
夫
。
（
嚢
公
三
十
年
）

な
ど
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
邑
な
い
し
県
の
「
大
嘘
扁
は
『
左
伝
』
に
頻
見

す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
を
当
地
の
「
長
官
」
と
み
な
す
こ
と
自
体
は
、

そ
の
性
格
を
ど
う
捉
え
る
か
は
別
と
し
て
問
題
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
実
の
と
こ
ろ
邑
大
夫
と
い
う
熟
語
そ
の
も
の
は
『
左
伝
』
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

は
じ
め
先
哲
文
献
に
は
見
ら
れ
な
い
。
確
か
に
聖
意
文
献
に
は
某
地
の
門
大

夫
」
が
現
れ
る
が
、
こ
れ
を
「
邑
大
夫
」
な
る
名
称
で
一
般
化
し
て
呼
ぶ
こ

と
は
確
認
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
現
存
の
資
料
に
拠
る
限
り
、
地
方

の
大
夫
の
総
称
と
し
て
の
「
邑
大
夫
」
は
、
注
疏
を
は
じ
め
と
す
る
よ
り
後
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代
の
目
線
か
ら
先
秦
文
献
の
大
夫
を
説
明
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
我
々
が

用
い
る
「
邑
大
夫
」
は
い
わ
ば
歴
史
用
語
で
あ
っ
て
、
先
秦
時
代
の
同
時
代

的
表
現
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

　
先
唱
文
献
に
お
い
て
地
方
の
長
宮
と
目
さ
れ
る
「
（
某
地
の
）
大
夫
」
は
、

「
原
大
夫
扁
「
那
大
夫
」
の
よ
う
に
地
名
に
直
接
「
大
夫
」
が
連
続
す
る
の

に
対
し
、
包
山
楚
簡
の
「
錨
富
大
夫
扁
「
某
富
大
夫
」
は
、
あ
く
ま
で
も
某

地
の
「
富
の
」
大
失
で
あ
っ
て
、
「
某
地
の
大
夫
」
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

具
体
的
に
雷
え
ば
、
「
原
大
夫
」
は
「
原
の
大
夫
」
で
あ
り
、
「
三
富
大
夫
し

は
「
鄭
（
に
属
す
る
）
富
の
大
夫
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
極
め
て

単
純
な
こ
と
で
あ
る
が
、
某
地
の
大
夫
か
、
某
地
の
富
の
大
夫
か
、
と
い
う

宝
達
が
こ
こ
に
は
あ
る
。

　
「
富
大
夫
」
か
ら
「
邑
大
失
」
を
連
想
す
る
論
者
は
、
「
邑
大
夫
」
が
後

代
的
表
現
で
あ
る
こ
と
に
ほ
と
ん
ど
留
意
し
て
い
な
い
。
本
来
「
某
富
大

夫
」
は
口
封
大
夫
」
と
同
列
に
は
語
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
富
大
夫
の
よ

う
に
文
献
史
料
か
ら
の
連
想
が
得
や
す
い
も
の
ほ
ど
類
推
に
頼
り
が
ち
に
な

る
が
、
安
易
に
既
存
の
資
料
に
引
き
つ
け
る
こ
と
の
危
険
性
が
こ
こ
に
も
看

取
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
出
土
資
料
そ
の
も
の
を
起
点
と
し
た
考
証
を
積

み
重
ね
て
ゆ
く
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
何
よ
り
時
代
範
囲
が
明
確
で
あ
る
包

山
楚
簡
の
資
料
価
値
は
、
そ
う
し
た
作
業
の
立
脚
点
と
し
て
適
し
て
い
る
と

い
う
点
に
も
存
す
る
の
で
あ
る
。

①
「
邑
大
夫
」
と
熟
す
る
の
は
少
な
く
と
も
漢
代
以
降
と
考
え
ら
れ
る
。
明
史

　
記
臨
本
文
に
は
ほ
と
ん
ど
出
現
せ
ず
、
田
敬
仲
完
世
家
「
嚢
子
使
其
兄
弟
宗
人
盤

　
爲
齊
都
邑
大
央
」
に
、
「
都
邑
大
夫
」
が
見
え
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
他
は
『
史

　
記
集
解
騙
に
見
え
、
秦
本
紀
康
公
六
年
の
『
集
解
幅
「
服
虞
覇
、
暦
之
魏
畠
大

　
夫
」
や
、
斉
太
公
世
家
の
『
集
解
㎞
門
賢
逡
田
、
巣
公
、
齊
裳
邑
大
夫
」
が
あ
る
。

引
用
文
献

【
和
文
】

池
田
雄
＝
｝
○
○
八
　
　
隅
中
国
古
代
の
律
令
と
社
会
嚇
汲
古
書
院
。

土
口
史
記
二
〇
〇
七
　
「
春
秋
時
代
の
領
域
支
配
一
愚
の
支
配
を
め
ぐ
っ
て

　
一
」
『
東
洋
史
研
究
臨
六
五
…
四
、
｝
1
三
八
頁
。

　
1
　
二
〇
一
〇
a
　
「
「
県
」
の
系
譜
1
「
商
鞍
県
制
」
の
前
提
と
し
て

　
一
扁
『
日
本
秦
漢
史
学
会
会
報
臨
　
○
（
待
刊
）
。

　
1
　
二
〇
一
〇
b
　
「
先
秦
期
に
お
け
る
「
郡
扁
の
形
成
と
そ
の
契
機
」
『
古

　
代
文
化
』
六
一
…
四
、
五
六
一
七
五
頁
。

廣
瀬
薫
雄
二
〇
〇
一
　
「
包
山
楚
簡
所
謹
分
析
」
『
二
二
楚
簡
の
思
想
史
的
研
究
臨

　
五
、
一
二
九
1
一
六
七
頁
。

藤
田
勝
久
一
九
九
八
　
　
「
勉
山
楚
簡
研
究
の
新
段
階
－
陳
偉
考
量
包
山
楚
簡
睡
初

　
探
一
」
『
中
国
出
土
資
料
研
究
謡
二
、
一
＝
～
九
－
一
一
三
九
頁
。

　
…
　
二
〇
〇
五
　
　
『
中
国
古
代
国
家
と
郡
県
社
会
』
汲
古
書
院
。

松
井
嘉
徳
二
〇
〇
二
　
　
「
「
県
」
制
の
遡
及
」
『
周
三
国
制
の
研
究
輪
汲
古
書
院
、
二

　
五
六
一
二
七
工
ハ
頁
。

籾
山
明
一
九
九
四
　
「
春
秋
・
戦
国
の
交
」
『
古
代
文
化
睡
四
六
1
＝
、
三
－
八
頁
。

陳一
偉中

ll茎

六

隅
包
山
楚
簡
初
探
』
武
漢
大
学
出
版
社
。
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陳
偉
等
二
〇
〇
九
　
　
『
楚
地
出
土
戦
国
論
説
［
十
四
種
］
臨
経
済
科
学
出
版
社
。

葛
英
会
一
九
九
六
　
　
「
「
包
山
」
簡
文
釈
詞
両
則
」
門
南
方
文
物
』
一
九
九
六
－
三
、

　
九
二
一
九
五
頁
。

顧
久
幸
一
九
九
三
　
　
「
楚
国
地
方
基
暦
行
政
機
構
探
討
」
『
江
漢
論
壇
』
一
九
九
三

　
i
七
、
五
八
i
六
〇
頁
。

故
宮
博
物
院
編
【
九
八
｝
　
槻
古
璽
彙
編
』
文
物
出
版
社
。

廣
瀬
薫
雄
二
〇
〇
五
　
「
楚
国
行
書
制
度
管
窺
扁
楚
文
化
研
究
会
編
『
楚
文
化
研
究

　
論
集
幅
六
、
湖
北
教
育
出
版
社
、
二
〇
二
一
　
二
一
頁
。

　
一
　
二
〇
〇
七
　
　
「
包
山
楚
簡
《
受
期
》
”
防
養
君
敗
”
再
探
」
武
漢
大
学
簡

　
吊
研
究
中
心
主
辮
『
簡
諾
瞼
二
、
上
海
中
潮
出
版
社
、
五
三
－
六
一
頁
。

韓
自
強
・
韓
朝
二
〇
〇
〇
　
「
安
徽
阜
陽
出
土
楚
国
宮
璽
」
『
古
文
字
研
究
輪
二
二
、

　
｝
七
六
一
一
八
○
頁
。

湖
北
省
荊
沙
鉄
路
考
古
隊
一
九
九
一
a
　
『
包
山
楚
簡
』
文
物
出
版
社
。

　
i
　
一
九
九
一
b
　
　
嘱
三
山
楚
墓
』
上
冊
、
文
物
出
版
社
。

湖
北
省
文
物
考
古
研
究
所
・
北
京
大
学
中
文
系
編
二
〇
〇
〇
　
　
『
九
店
楚
垂
目
中
華

　
書
局
。

胡
平
生
｝
九
九
七
　
　
「
説
下
山
楚
簡
素
「
諜
扁
」
榊
第
三
届
国
際
中
国
古
文
吻
憲
†
研
討

　
会
論
文
集
臨
香
港
中
文
大
学
中
国
語
言
及
文
学
系
・
香
港
芸
文
大
掌
中
国
文
化
研

　
究
所
、
六
⊥
益
二
一
六
六
九
百
ハ
。

黄
盛
璋
一
九
九
四
　
　
「
包
山
蔓
獄
中
若
干
重
要
懸
軍
発
復
与
争
論
未
決
三
関
鍵
宇
解

　
難
・
央
疑
」
噌
湖
南
考
古
輯
刊
』
六
、
一
八
六
…
一
九
九
頁
。

黄
錫
全
二
〇
〇
～
　
「
楚
簡
“
諦
“
字
簡
釈
」
李
学
勤
・
謝
桂
華
憲
編
讐
簡
吊
研
究

　
二
〇
〇
一
』
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
六
一
；
一
頁
。

荊
門
市
博
物
館
編
～
九
九
八
　
　
『
郭
店
楚
墓
竹
舗
』
文
物
出
版
社
。

李
家
浩
二
〇
〇
一
　
「
包
山
祭
祷
簡
研
究
」
李
学
勤
・
謝
桂
華
主
編
騨
簡
鵬
研
究

　
二
〇
〇
一
』
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
五
－
三
六
頁
。

　
一
　
二
〇
〇
⊥
ハ
　
　
「
与
国
山
楚
挿
問
“
隠
即
埋
入
之
A
立
”
　
～
案
及
其
相
㎜
閃
闇
…
題
」
蜘
復

　
旦
大
学
出
土
文
献
与
古
文
字
研
究
中
心
編
木
出
土
文
献
与
古
文
字
研
究
輪
一
、
一

　
山
バ
ー
瓢
一
二
頁
。

李
天
虹
一
　
○
〇
五
　
「
楚
蒲
文
字
形
体
混
同
・
混
調
挙
例
」
唄
江
漢
考
古
臨
二
〇
〇

　
五
一
三
、
八
三
t
八
七
頁
。

劉
信
芳
一
九
九
七
　
　
「
包
山
楚
簡
職
官
与
官
府
通
考
（
上
と
『
故
宮
学
術
季
刊
』
　
一

　
五
一
一
、
四
五
一
七
〇
頁
。

　
一
　
二
〇
〇
三
　
　
『
流
山
楚
簡
解
詰
㎞
芸
文
印
当
館
。

魯
姦
二
〇
〇
八
　
　
「
包
山
楚
芸
州
・
里
問
題
研
究
綴
述
扁
㎎
中
原
文
物
』
二
〇
〇
八

　
－
二
、
九
九
1
｝
〇
三
頁
。

羅
運
環
～
九
九
一
　
「
論
包
留
縫
中
的
下
国
州
湖
」
『
江
漢
考
古
輪
　
　
九
九
一
－
三
、

　
七
五
…
七
八
頁
。

　
一
　
二
〇
〇
二
　
　
讐
邑
々
十
考
辮
」
　
『
古
し
又
堂
」
研
究
』
　
二
四
、
　
一
二
…
四
五
1
　
二
四
⊥
ハ

　
頁
。

　
一
　
二
〇
〇
五
　
　
「
釈
包
山
下
簡
鍍
暴
富
三
字
及
相
関
制
度
」
李
学
勤
・
謝
桂

　
華
士
論
編
　
『
簡
白
巾
研
明
弗
九
二
〇
〇
二
、
　
二
〇
〇
粗
漏
由
仏
西
語
榊
縄
大
樽
ナ
山
山
版
社
、
　
論
パ
ー
一

　
一
頁
。

素
意
審
・
段
山
田
｛
女
婿
粥
二
〇
〇
⊥
ハ
　
　
『
二
十
世
紀
山
悶
十
煎
悶
白
叩
砧
縁
述
拙
文
物
出
版
社
。

葦
囲
柱
聯
〇
〇
五
　
「
戦
国
楚
的
地
方
統
治
体
制
一
関
於
“
．
黒
鍵
’
支
配
体

　
制
”
的
試
論
之
一
部
分
」
李
学
勤
・
謝
桂
華
主
編
了
簡
患
研
究
二
〇
〇
二
、
二
〇

　
〇
三
輪
広
西
師
範
大
学
畠
版
社
、
＝
二
…
一
一
三
頁
。

施
鮒
捷
一
九
九
八
　
　
門
門
扇
文
字
校
釈
札
記
」
中
置
社
会
科
学
院
簡
吊
研
究
中
心
編

　
『
簡
由
吊
研
究
隔
三
、
皿
六
八
一
　
八
～
頁
。

王
穎
二
〇
〇
八
　
　
糊
包
山
楚
簡
要
彙
研
究
魅
軍
門
大
学
出
版
社
。

肖
毅
二
〇
〇
一
　
「
古
本
所
見
楚
系
官
府
官
名
考
略
」
噛
江
漢
考
古
』
二
〇
〇
一
…

　
二
、
三
八
一
四
五
頁
。

謝
桂
華
・
李
均
明
・
朱
国
本
一
九
八
七
　
　
『
居
延
着
簡
釈
文
合
冊
㎞
文
物
出
版
社
。

顔
世
鉱
｝
九
九
七
　
　
『
包
山
楚
簡
地
名
研
究
翫
国
立
台
湾
大
学
中
国
文
学
研
究
所
碩
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士
論
文
。

麿
今
慧
二
〇
〇
八
　
「
『
晋
山
尊
簡
輪
法
律
文
書
封
建
／
郡
県
権
力
結
構
初
探
」
高
明

　
教
授
百
歳
冥
誕
紀
念
学
術
研
討
会
発
表
資
料
。

趙
平
安
二
〇
〇
三
　
　
門
戦
国
文
字
中
的
讐
宛
」
及
其
相
関
問
題
研
究
i
以
与
県
有

　
関
的
資
料
為
中
心
」
露
光
裕
主
編
『
第
四
届
国
際
中
国
古
文
字
学
研
討
会
論
文
集

　
－
新
世
紀
的
古
文
字
学
与
経
典
詮
釈
』
香
港
悪
文
大
学
中
書
語
言
及
文
学
系
、

　
五
二
九
一
五
四
〇
頁
。

田
一
篇
五
一
九
九
六
　
　
「
何
｝
山
晶
楚
一
問

　
一
、
二
一
ニ
ー
四
九
頁
。

『
集
錠
口
『
集
箸
言
』
討
論
」
『
中
国
文
字
隔
新
二

［
付
記
］
　
本
稿
は
平
成
二
一
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員

　
　
奨
励
費
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）
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which　are　in　descending　order　of　presbige，　the　Guowang　yin国王印，　a　sea正

awarded　to述ngs，　the　Guiyi｝riii帰義印，　a　seal　fQr　pr血ces　and　nob玉es，　and　the

Shuaishan　yin率…善心，　a　sea至for　those　of至esser　sta加s．　Therefore　the　Seal　of　the

King　of　Wo　who　is　Friendly　to　Wei　was　of　the　first　raRl〈　and　the　seals　of　the

Leader　of　the　Court　Gentlemen　who　Leads　for　the　Good　and　that　the　Comman－

dant　were　of　the　third．

　　In　the　northeast　Asian　region，　the　period　in　which　Wo　（Wa）　appears　in　Gishi

YVOjinden　is　the　period　of　the　destruction　of　the　Gongsun公孫lineage　and　the　sub－

sequent　expansion　of　Wei　to　the　northeast．　1　have　demonstrated　that　the　bestowal

of　the　Seal　of　the　Leader　of　the　Court　Gentlemen　who　Leads　for　the　Good　and　the

Seal　o至the　Co㎜andan鮫（者K）llT．t　who　Leads　for　the　Good　in　Three　Han三韓and

Wo　du血g　such　a　period　were　extraordinary　examples　of　such　of丘cial　seals．

The　Terms　Yi　and　Yidafu　in　the　Baoshan　Chu　Barr｝boo　Strips

by

TsucmGuc＄　Fuminori

　　The　Chu　dynasty　bamboo　strips　from　Baoshan包山are　extraordinarily　rare

primary　source　materials　revealmg　the　Chu　administrative　system　during　the　War－

rir｝g　States　period．　This　study　focuses　on　the　units　of　local　government　found

£herein，　exami血ng　the　te㎜s目論：and卿蜘富大夫血particular．　The蜘ority　of

scholars　in　most　research　have　understood　yi　as　roughly　the　equivalent　of　xian　．十en　，

usually　translated　as　district．　Thus，　yidafa　has　beeR　thought　to　refer　to　the　highest

othcial　in　the　district，　i．e．，　district　magistrate，　however，　the　theory　that　yidafu　was

simply　an　appellation　for　othcials　in　general　is　also　worthy　of　consideration．

　　In　order　to　test　this　second　view，　1　have　analyzed　the　cases　in　which　the　word

yi　appears　in　the　Chu　Baoshan　strips．　As　a　result　of　this　analysis，　1　have　clarified

that　the　fact　that　the　term　yidafu　never　appears　in　tandem　with　a　personal　name

and　that　the　of丘ces　such　as　dayi大富and鎚伽α富司馬invariably　appear　com－

bined　with　a　personal　name．　Thus，　one　can　see　that　yidafu　was　not　an　othcial　title

that　was　used　to　specify　a　particular血dividuaL　In　the　Chu　bamboo　strips　yidafu　is

used　ambiguously　to　designate　dayi　and　various　othces　that　included　the　word　yi，

or　to　specify　those　othces　collectively，　but　when　it　was　necessary　to　designate　a

specdic　individual，　the　titles　dayi　and　yisima　were　employed．　This　indicates　in　con－

clusion　that二yidafa　cannot　be　understood　as　the　senior　officia圭of　the　jurisdiction　yi，
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